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参照先：国民生活センターＨＰ：http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen320.pdf

所有する土地の相続について悩んでいたところ、「賃貸アパートを建設しないか」と電話が
あった。来訪してきた業者の説明では、自社が賃貸アパートを一括して借り上げ、家賃も保
証し、修繕管理もすると説明。相続税対策にもなるとのことだが、どうしたらよいか。

〇 「家賃保証」とうたっていても、家賃相場や入居状況の悪化等により見込みどおり

の収入が得られない場合があります。

〇 アパート建設に高額なローンを組むこともあり、ローン返済のほかに、老朽化に

よる修繕費用等、契約後の追加の出費も必要になります。

〇 事業者から契約内容や家賃収入が減る等のリスクについて説明を受けて、十分

理解した結果、良い話だと思っても、一人では判断せず、家族や周りの人に相談し

た上で契約の是非を判断をしましょう。

〇 困ったときは、お住まいの地域の消費生活相談窓口又は山口県消費生活セン

ターに相談してください。



注意情報

〇名義貸しは犯罪になる
〇警察に捕まる
〇財産を差し押さえる
〇すぐに支払わないと裁判になる

怪しい言葉はこれだ！ 困ったときは

〇 お金の要求に対しては、必ず無
視してください。

◎そして、一刻も早く、

お住まいの地域の警察に通報し
てください。

参照先：山口県警「防犯情報」

消費者ホットライン「１８８」 ご案内の流れ

郵便番号が分かる 1

郵便番号が分からない 2

○郵便番号（7桁）入力

○固定電話の場合は地域を
選択。携帯の場合は最寄りの窓口へ

お住まいの市町の

消費生活センターや相談窓口

山口県消費生活センターなど

又はを押す

お知らせ

山口県消費生活センターでは、県内の公民館や学校などでの学習会に、
無料で消費者講座の講師を派遣します。

講師の派遣を希望される場合は「講師派遣申請書」をダウンロードして、
郵送・ＦＡＸ・メール等でお申し込みください。

申込日により派遣できないことがありますので、
申請はお早めにお願いします。

などと、不安をあおったり、焦らせた
りして、冷静な判断ができない状態
でお金を要求してきます。
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お知らせ

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。


